
国民健康保険税の税率改定
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こども家庭庁資料より抜粋
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子ども・子育て支援金制度
こども家庭庁資料より抜粋
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県基金取崩なし

Ｒ８から「子ども・子育て支援納付金」追加(+3.0億円)
※子ども・子育て支援納付金

児童手当の拡充等に要する費用を医療保険者が加入者から徴収し拠出

（Ｒ８～Ｒ１０年度に段階的に導入）
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・国保税のR7年度以降

は税率改定により増

・被保険者数は年々減少

加入者の高齢化・医療
の高度化により、１人
当たり医療費は増加

累積赤字（繰上充用金）

⇒段階的な削減を目指す
〔R5決算〕全国ワースト１位 本市 31.7億円

                      ２位 松原市（大阪府） 9.1億円

※繰上充用を行っている市町村：２８市町村（年々減少）

法定外繰入金（決算補填等目的）

⇒県運営方針を踏まえ、R１０年度までの解消を目指す
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パターン①：40代夫婦、中学生1人、小学生1人（給与所得）

パターン②：70歳以上の夫婦（年金所得）

（単位：円）

※減免適用後で、地方税法施行令の一部改正（R８.４施行予定）に伴う課税限度額の引上げを反映した試算

所得額
令和７年度 令和８年度

増減額
医 療 支 援 介 護 計 医 療 支 援 介 護 子ども 計

0～430,000 39,000 13,500 8,500 61,000 43,200 15,200 9,000 1,000 68,400 +7,400

500,000 70,700 24,600 16,000 111,300 77,800 27,400 16,700 1,800 123,700 +12,400

1,000,000 111,200 39,000 28,500 178,700 119,100 42,100 29,100 3,300 193,600 +14,900

2,000,000 231,300 81,400 62,200 374,900 244,900 86,700 62,800 7,200 401,600 +26,700

3,000,000 338,400 119,200 93,000 550,600 356,300 126,300 93,500 10,800 586,900 +36,300

4,000,000 419,500 148,000 118,100 685,600 438,900 155,700 118,200 13,700 726,500 +40,900

5,000,000 500,600 176,800 143,200 820,600 521,500 185,100 142,900 16,600 866,100 +45,500

6,000,000 581,700 205,600 168,300 955,600 604,100 214,500 167,600 19,500 1,005,700 +50,100

7,000,000 660,000 234,400 170,000 1,064,400 670,000 243,900 170,000 22,400 1,106,300 +41,900

8,000,000 660,000 260,000 170,000 1,090,000 670,000 260,000 170,000 25,300 1,125,300 +35,300

所得額
令和７年度 令和８年度

増減額
医 療 支 援 介 護 計 医 療 支 援 介 護 子ども 計

0～430,000 25,200 8,700 ― 33,900 27,600 9,700 ― 1,000 38,300 +4,400

500,000 30,800 10,700 ― 41,500 33,400 11,800 ― 1,200 46,400 +4,900

1,000,000 88,200 31,000 ― 119,200 93,100 33,000 ― 3,300 129,400 +10,200

2,000,000 211,300 74,400 ― 285,700 221,800 78,600 ― 7,900 308,300 +22,600

3,000,000 292,400 103,200 ― 395,600 304,400 108,000 ― 10,800 423,200 +27,600

4,000,000 373,500 132,000 ― 505,500 387,000 137,400 ― 13,700 538,100 +32,600

5,000,000 454,600 160,800 ― 615,400 469,600 166,800 ― 16,600 653,000 +37,600

6,000,000 535,700 189,600 ― 725,300 552,200 196,200 ― 19,500 767,900 +42,600

7,000,000 616,800 218,400 ― 835,200 634,800 225,600 ― 22,400 882,800 +47,600

8,000,000 660,000 247,200 ― 907,200 670,000 255,000 ― 25,300 950,300 +43,100

－５－モデル世帯での所得別の税額比較

（単位：円）



税率改定後の財政見通し

R6決算 R7見込 R8見込 R9見込 R10見込

歳
入

国民健康保険税 86.4 92.3 97.1 98.3 98.2

収納率（現年分） 93.25％ 92.50％ 91.00％ 90.50％ 90.50％

県支出金（普通交付金） 483.0 473.2 476.9 480.7 484.5

法定外繰入金 24.2 8.6 5.1 2.7 1.8

決算補填等目的 22.4 6.8 3.4 1.0 0.0

決算補填等以外 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7

合 計 653.4 640.3 646.1 646.2 647.0

歳
出

医療給付費 479.8 473.2 476.9 480.7 484.5

納付金 163.4 154.7 157.3 157.3 157.2

合 計 690.2 677.1 682.9 683.0 683.8

形式収支（累積赤字） ▲36.8 ▲36.8 ▲36.8 ▲36.8 ▲36.8

単年度収支 ▲5.1 0.0 0.0 0.0 0.0

（単位：億円）

法定外繰入金(決算補填等目的)は、

R7年度以降に減額し、

Ｒ10年度の解消を目指す

※Ｒ７以降は、決算見込

－６－

被保険者数 105,836人 101,813人 97,829人 94,046人 90,416人

累積赤字の削減は、検討中

※複数の仮定条件を組み合わせた試算であることに留意する必要がある

※法定外繰入金解消に向けて、７年度～１０年度にかけて段階的に税率を引き上げた場合の試算（１０年度に標準保険料率と一致）



●保険料水準統一加速化プラン【抜粋】（令和５年１０月：厚生労働省策定）  

① 統一の意義  

・保険料変動の抑制：特に小規模な保険者で、高額な医療費の発生等による年度間の保険料の変動を抑制可能。  

・被保険者間の公平性確保：保険運営の都道府県単位化を踏まえ、都道府県内のどの市町村でも、同じ保険給付を同じ保険料

負担で受けられることで被保険者の公平性が確保可能。

② 完全統一（都道府県内において、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料とする）の目標年度  

令和１５年度までの移行を目指しつつ、遅くとも令和１８年度までの移行を目標とする。  

③ その他  

決算補填等目的の法定外一般会計繰入分について、本来であれば保険料や公費により賄う必要があるものを一般会計から補塡

するものであり、削減・解消すべき赤字である。

－７－国・県の方針



●第３期鹿児島県国民健康保険運営方針【抜粋】（令和６年３月：鹿児島県策定）  

① 赤字解消・削減の取組、目標年次等  

・国保財政を安定的に運営していくためには、国保が一会計年度単位で行う短期保険であることに鑑み、原則として、必要な支

出を保険料（税）や国庫負担金などにより賄うことにより、国保特別会計において収支が均衡していることが重要である。

・市町村における決算補填等を目的とする法定外一般会計繰入や繰上充用については、計画的・段階的に解消を図るとともに、

新たに発生させないことを共通認識とする。  

・解消・削減すべき赤字  

「決算補填等目的の法定外一般会計繰入額」と「繰上充用金の新規増加額」の合計額  

・赤字解消の目標年次  

令和１０年度まで  

② 保険料（税）水準の統一  

・少子高齢化に伴う現役世代の減少や医療技術の高度化等に伴う医療費の増大により、従来の市町村単位の国保運営では、保険

料（税）負担の急増や赤字（法定外繰入等）の拡大・恒常化など、保険財政基盤の更なる脆弱化が懸念される。  

・国保制度改革の趣旨を踏まえ、市町村単位で相互扶助する国保の仕組みを強化し、本県国保財政の更なる安定化を図る観点か

ら、県内の保険料（税）水準を統一し、市町村内の住民相互のみならず市町村間（県全体）で支え合う体制づくりを進める必

要がある。  

・保険料（税）水準の統一を進めるにあたっては、医療費水準の地域格差をはじめとする様々な課題が堆積されている状況を考

慮し、令和８年度までの期間は課題に対してどのように取り組むかを協議しながら、解決に注力する。  

・令和９年度からは、納付金算定において二次医療圏ごとの医療費指数を使用し、その後、医療費指数反映係数であるαを徐々

に引き下げ、早ければ令和１５年度にはα＝０とすることを目標とする。  

・最終的には、同じ所得水準、世帯構成であれば同じ保険料（税）となる「完全統一」を目指す。
－８－

国・県の方針
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